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富津市

おもてなしキャラクター

ふっつん

お子さまが生まれた日から
１４日以内に届出してください

≪届出に必要なもの≫

・医師・助産師等が作成した 「出生証明書付き出生届」

・「母子健康手帳」

富津市役所
〒293－8506

富津市下飯野2443番地

市役所代表電話番号

０４３９－８０－１２２２

ご誕生おめでとうございます

関連する手続きは

裏面にあります。

出生届



出生に関する主な手続き

下記にあてはまる方はいますか？ 手続き 必要なもの 該当 問い合わせ窓口

　 国民健康保険に
　 加入される方

被保険者証の交付
保険税についてご案内

・本人確認書類
(運転免許証等)

1階　１番
国民健康保険課
℡0439-80-1271

　児童手当を受給する方

新規認定または増額
（第2子以降）の申請
(公務員の方は勤務先)

・印鑑
・保険証（保護者）
・振込先通帳

　子ども医療費助成
子ども医療費助成
受給券の申請

・保険証（子ども）

　未熟児養育医療
医師が認めた場合のみ
(生後３週間以内に申請)

　ひとり親家庭の方へ

　児童扶養手当・
　ひとり親家庭等医療費助成

認定請求等

　母子事業案内
　予防接種予診票の交付

母子事業についての案内
予防接種予診票の交付

　出生通知書の届出
　（新生児訪問の申し込み）

直接提出もしくは郵送
母子健康手帳
（出生通知書）

2階　22番
こども家庭課
子育て支援係
℡0439-80-1256

受付窓口で
ご相談ください

2階　21番
健康づくり課

℡0439－80－1268

国保

あてはまる手続きを確認してください

生後２８日以内に保健師・助産師訪
問

出生から１５日以内

このほかに必要となる書類がある場合があります

詳細は受付窓口に確認してください

※ 期限内に必要な書類が全て揃わない場合でも、必ず申請をしてください

子ども


